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令和 3 年 2 月 10 日 

総務企画常任委員協議会 

総 務 部 人 事 課 

資料 

青森市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 概要  

組織・機構の見直しに伴う「青森市事務分掌条例」の改正 
 

２ 改正内容 

（１） 水道部門と下水道部門の統合 

窓口の集約による市民の利便性向上と災害時の体制強化を図るため、  

水道部門と下水道部門を統合する。 

 

令和 2年度 令和 3年度 

 

【市長事務部局】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業局】 

 

【市長事務部局】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市長事務部局・企業局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策課

廃棄物対策課

清掃管理課

青森市清掃工場

下水道総務課

下水道整備課

八重田浄化センター

蜆貝ポンプ場

環境部

環境政策課

廃棄物対策課

清掃管理課

青森市清掃工場

環境部

総務課

営業課

整備課

横内浄水課

堤川浄水課

施設課

上下水道課

水道部

上水道総務課

下水道管理課

営業課

上水道整備課

下水道整備課

横内浄水課

堤川浄水課

施設課

八重田浄化センター

蜆貝ポンプ場

上下水道課

水道部
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（２） 浪岡事務所を「浪岡振興部」に改称 

令和 3 年 3 月 31 日の浪岡地域自治区の設置期間満了に伴い、その後も引

き続き浪岡地域の市民サービスを維持するとともに、地域の振興を一層図る

ため、浪岡事務所を「浪岡振興部」に改称する。 

 

令和 2年度 令和 3年度 

 

 

総務課

納税支援課

納税相談センター

市民課

地域づくり振興課

健康福祉課

都市整備課

上下水道課

浪岡事務所

 
 

 

 

総務課

納税支援課

納税相談センター

市民課

地域づくり振興課

健康福祉課

都市整備課

上下水道課

浪岡振興部

 
 

 

 

 

３ 施行期日 

  令和 3 年 4 月 1 日 


